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複数児童用上限管理額結果票の電子化について（通知） 

 

日頃より本市の障害福祉行政の推進に多大なるご理解、ご協力をいただき厚くお礼

申し上げます。 

さて、このことについて、同一世帯に障害福祉サービスまたは障害児通所支援を利

用する障害児が複数いる場合に、上限管理事業所より帳票等でご提出を求めていたと

ころですが、複数障害児用上限管理結果票の国保連合会への電子請求が令和７年５月

請求分より可能となります。 

 

１ 請求に関して 

  電子請求開始にあたり、特別な手続きは必要ありません。使用している請求ソ 

フトで請求を行ってください。また、上限管理事業所でない事業所の請求方法 

は従来と変わりません。 

  ※請求ソフト上の上限管理結果票の作成方法に関しては、各ソフト会社にお問 

い合わせください。 

 

２ 上限管理事業所の確認について 

  上限管理事業所の確認は受給者証をご確認ください。受給者証の五面（利用者 

負担に関する事項）に事業所名、特記事項欄に同一世帯に上限管理対象児童が 

いることの記載がございます。 

 

３ 簡易入力システムに関するお問い合わせ先 

  障害者総合支援電子請求ヘルプデスク 

  TEL：０５７０－０５９－４０３ 

  FAX：０５７０－０５９－４３３ 

  MAIL：mail@support-e-seikyuu.jp 

  ※簡易入力システム以外のソフトをご利用の場合は各ソフト会社にお問い 

合わせください。 

 

≪上記以外に関する問い合わせ先≫ 

 相模原市 地域包括ケア推進部 

高齢・障害者支援課 障害認定・給付班 

電話：０４２－７６９－８２７２ 

 


